
平成２３年度家畜輸出入に関するセミナー

平成２４年３月９日（金）平成２４年３月９日（金）

農林水産省消費・安全局動物衛生課

口蹄疫対策検証委員会の報告口蹄疫対策検証委員会の報告

宮崎県の口蹄疫発生への防疫対応に関し
て、第三者による検証委員会を設置

昨年１１月に報告書がとりまとめられ、今後
の防疫対応に関する改善方向を提言

今後の改善方向今後の改善方向
１．発生の予防
２．早期の発見・通報
３．円滑な初動対応
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１ 国と都道府県等との役割分担のあり方
（１） 農林水産大臣は、口蹄疫等の家畜伝染病に関し、防疫指針及
び緊急防疫指針を作成する。

（２） 都道府県知事は、（１）の指針に基づき、家畜伝染病の予防・
まん延防止のための措置を実施。市町村長に協力を求めることが
できる。

（３） 農林水産大臣は、都道府県知事に援助を行う。

（４） 複数の都道府県でのまん延のおそれがあるときは 農林水産大（４） 複数の都道府県でのまん延のおそれがあるときは、農林水産大
臣は、都道府県知事に対し、（２）の措置の実施に関し、広域的な見
地からの助言その他の援助を行う。

（５）農林水産大臣及び関係行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、
協力しなければならない。
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特定家畜伝染病防疫指針
今まで これから今まで

口蹄疫
高病原性鳥インフルエンザ

豚コレラ

これから

口蹄疫

高病原性鳥インフルエンザ
及び低病原性鳥インフル
エンザ
豚コレラ豚コレラ

BSE
豚コレラ
BSE
牛疫
牛肺疫
アフリカ豚コレラ
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２ 防疫指針のあり方

（１） 農林水産大臣は、最新の科学的知見や国際的動
向を踏まえ、防疫指針を３年毎に再検討する。

（２）都道府県知事は、防疫指針の作成・変更等に際して、
都道府県知事の意見を求めなければならない。
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３ 我が国へのウイルス侵入防止措置のあり方

（１） 国の家畜防疫官は、海外からの入国者に対し、質
問を行 たり その携帯品の検査を行うことができる問を行ったり、その携帯品の検査を行うことができる。

（２） （１）の検査の結果、要消毒物品を発見したときは、消
毒することができる。

（３） 動物検疫所長は 航空会社 空港等に対し 協力を（３） 動物検疫所長は、航空会社・空港等に対し、協力を
求めることができるものとし、その場合、航空会社・空港
等は、その求めに応ずるよう努めなければならない。
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入 国 者 に 対 す る 水 際 検 疫 の 強 化

口蹄疫等の発生国

• 農場に入らない

• 家畜に触れない

畜産物を日本に持ち込まない

《 出国者への注意喚起 》

《 入国者への質問等 》※
・リムジンバス

ステッカー広告
・空海港の出国エリア

ポスター・リーフレット・
アナウンス・ビデオ

•全便（全乗客）に対するアナウンス等
による質問・呼びかけ

• 一部の便の全乗客に対する質問票
の配布等

日 本

• 畜産物を日本に持ち込まない

《 国民への周知 》
• 政府広報
• バナー広告
• ホームページ

• 全入国者に対する靴底消毒

• 質問事項該当者に対する手荷物検
査・消毒（質問票の回収） ※

• 検疫探知犬を活用した手荷物検査

日 本

《 検査・措置 》

※ 家畜伝染病予防法第46条の2関係
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9

水際措置の強化（その１）

・入国者が必ず通過する場所に消毒マット

消毒マット
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水際措置の強化（その２）

・「靴底消毒実施中」の

文字入りマットも導入

・ゴルフシューズなど土の

付着している靴等を消毒
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水際措置の強化（その３）

立看板による
注意喚起注意喚起

飛行機の機内
放送

空港でのアナ
ウンスウンス
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水際措置の強化（その４）

検疫探知犬検疫探知犬
による手荷物
のチェック

13

港における車両消毒

・ フェリーターミナル等において、車両が上陸する際に、口蹄疫等発生国からの車両消毒を実施。

※実施場所、期間、方法は、各港により異なる。

・ 特に出入国者の増加する年末から２月にかけて、 動物検疫所の家畜防疫官が立ち会い、車両の
運転者に直接、制度について周知するなどの取組を実施。

旅客線到着の様子。前部のハッチ
から車両が降りてくる。

車両消毒の準備 車両が消毒マットを通過する様子
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（参考）国際空海港での旅客に対する水際対策

●発生国への渡航者に対する畜
産物の持込み禁止の周知
海 家畜 連施●海外における家畜関連施設へ
の立入り制限、帰国後の家畜と
の接触制限等の注意喚起

●発生国からの旅客等に対する
靴底消毒

●検疫探知犬による旅客手荷物
チ ック

海外からの
人、動物、車輌によって

病原体が持ち込まれる恐れ

チェック
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４ 畜産農家のウイルス侵入防止措置のあり方

（１） 家畜の所有者は、家畜伝染病の発生を予防し、まん延を
防止することに重要な責任を有していることを自覚して 消毒防止することに重要な責任を有していることを自覚して、消毒
その他の措置を適切に実施しなければならない。

（２） 家畜の所有者は、毎年、飼養状況・衛生管理の状況に関
し、都道府県知事に報告しなければならない。

（３） 都道府県知事は、衛生管理のため家畜の所有者に対し、
指導 助言 勧告 命令が行える指導・助言、勧告、命令が行える。

（４）家畜の所有者は畜舎等への出入り口付近に消毒設備を設
置し、人・車両の出入りに際しての消毒を義務付ける。
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侵入防止は生産者の取組も重要

家畜を日々観察してい
る は生産者！るのは生産者！

生産者が「なるほど！」と
思ってくれる情報発信

最後の肝は、すぐに連絡
してもらえるような地域の
ネットワーク作り
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飼養衛生管理基準の見直し

１ 家畜防疫に関する最新情報の把握家畜防疫に関する最新情報 把握

２ 衛生管理区域の設定

３ 衛生管理区域への病原体の持ち込み防止

４ 野生生物等からの病原体の感染防止

５ 衛生管理区域の衛生状態の確保

６ 家畜の健康観察と異状がある場合の対処６ 家畜の健康観察と異状がある場合の対処

７ 埋却地の確保等

８ 感染ルート等の早期特定のための記録の作成・保存

９ 大規模農場に関する追加措置
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たい肥舎農機具庫

飼

駐車スペース
（作業用車）

衛生管理区域設定のイメージ

住居

駐車スペース
（生活用車）

畜舎

生乳処理室

飼
料
タ
ン
ク

消
毒
槽

衛生管理区域と他の区
域との区分け

衛生管理区域の出入口（衛生管理区域に
立ち入らないよう看板を設置）

衛生管理区域

農場入口

農場出入口の立看板
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衛生管理区域の設定例
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衛生管理区域への病原体の持込みの防止

消毒用ポンプ 消石灰帯の設置 踏み込み消毒槽

ブーツカバー ポリタンクを改良した
長靴用消毒容器

長靴用消毒容器の
車載例 21

野生動物等からの病原体の感染防止

・ 畜舎の給餌設備・
給水設備及び飼料の給水設備及び飼料の
保管場所にねずみ、
野鳥等の野生動物の
排せつ物等が混入し
ないようにしましょ
う。

・ 飲用に適した水を・ 飲用に適した水を
給与しましょう。

牛舎に設置された防鳥ネット
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５ 発生時に備えた準備のあり方

（１） 農林水産大臣は、家畜伝染病の発生状況など、予防・まん延防
止に必要な情報を公表する。

（２） 都道府県知事は、この法律を実施するために必要となる員数の
家畜防疫員を確保するように努める。

（３） 飼養衛生管理基準に埋却地の確保を規定し、都道府県知事は
家畜の所有者に指導・助言、勧告、命令する。

（４） 都道府県知事は 埋却地の確保等に関する情報の提供 助言（４） 都道府県知事は、埋却地の確保等に関する情報の提供、助言、
指導、補完的に提供する土地の準備その他必要な措置を講ずるよ
う努めなければならない。

（５） 農林水産大臣は、都道府県ごとの家畜防疫員の確保状況、飼
養衛生管理の状況等を公表する。
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埋却等の
準備

牛の埋却に必要な標準的な面積のイメージ

１ｍ

４ｍ

１ｍ

10.2ｍ 埋却溝 作業ス
ペース等

１ｍ１ｍ ７ｍ6.2ｍ 6.2ｍ

埋却溝

（注）地盤が弱い
場合、作業中に法
面が崩れる恐れが
あるため、土木作
業の関連部局や施
工業者の意見を聞

４ｍ

○埋却可能頭数の計算例（牛）

埋却溝の底面積４ｍ×８ｍ×２本＝６４㎡（周囲１．１ｍは法面）
成牛１頭当たり必要な底面の面積 １．３３㎡／頭
当該埋却地に埋却可能頭数 ６４㎡÷１．３３㎡／頭≒４８頭
（１頭当たり必要な埋却地 （１２．２ｍ×２１．４ｍ）÷４８頭≒５．４㎡）

４ｍ
工業者の意見を聞
き、法面の勾配を
調整するなどの対
応を取りましょう。
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６ 患畜の早期の発見・通報のあり方

（１） 農林水産大臣が定める 定の症状を呈している家畜（１） 農林水産大臣が定める一定の症状を呈している家畜
を発見した獣医師・所有者は、都道府県知事へ届け出る
ものとする。

（２） この場合、都道府県知事は、遅滞なく、国に報告する
（必要な場合は、検体を添える）ものとする。（必要な場合は、検体を添える）ものとする。
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特定症状の例（口蹄疫）

泡沫性流涎（黒毛和種）
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特定症状の例（口蹄疫）

歯床部粘膜のびらん（黒毛和種）
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特定症状の例（口蹄疫）

舌の水疱（ホルスタイン種） 口唇部のびらん（黒毛和種）
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特定症状の例（口蹄疫）

歯床板（口蓋）のびらん（黒毛和種） 舌のびらん（黒毛和種）

29

特定症状の例（口蹄疫）

乳頭の水疱（ホルスタイン種） 乳頭の水疱（黒毛和種）
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特定症状の例（口蹄疫）
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蹄球部皮膚のびらん、潰瘍 蹄冠部皮膚のびらん

特定症状の例（口蹄疫）
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鼻平面の潰瘍鼻端の水疱



特定症状の例（口蹄疫）
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乳房、乳頭部の水疱、びらん、
痂皮

乳房、乳頭の水疱、びらん、
痂皮

７ 国の財政支援のあり方

（１） 口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜又は疑似患畜に
ついては、特別手当金を交付し、通常の手当金と併せて評価額全
額とするものとする額とするものとする。

（２） 家畜伝染病の発生又はまん延防止に必要な措置を講じなかっ
た者等には、手当金を交付せず、又は返還させる。

（３） 移動制限等による売上減少等の補てんの対象を牛・豚を含めて
拡充する。

（４） 都道府県の防疫措置に対する国の財政支援を拡充し、消毒に
要した費用を対象に追加。

（５） 国は、防疫措置に的確かつ迅速に講じられるように、必要な財
政上の措置を講ずる。
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８ 消毒設備の設置場所を通行する車両の消毒

（１） 都道府県知事は、消毒設備を設置できるものとし、そ
の設置場所を通行する車両等は消毒を受けなければな
らない。

（２） 都道府県知事等の緊急の通行の制限・遮断の適用（２） 都道府県知事等の緊急の通行の制限・遮断の適用
対象として、高病原性鳥インフルエンザ等を追加する。
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９ 患畜及び疑似患畜以外の家畜の殺処分等

口蹄疫の急速かつ広範囲のまん延を防止するため、やむ

を得ないときは、患畜及び疑似患畜以外の家畜の殺処分
を行えるものとし、その場合、国は補償しなければならない。
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１０ 防疫の観点からの畜産のあり方

（１） 飼養衛生管理基準に防疫の観点からのルールを定
め、都道府県知事は、衛生管理が適正に行われるように、
家畜の所有者に指導・助言、勧告、命令を行える。

（２） 飼養衛生管理基準は、飼養規模の区分に応じて定め
るる。
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１１ その他

（１） 国際基準に合わせて、高病原性鳥インフルエンザ（強毒タイプ・弱毒タイプ）を高病
原性鳥インフルエンザ・低病原性鳥インフルエンザに分けた。

（２） 豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ等を直ちに殺処分を行う疾病に変更する。

（３） 家畜以外の動物が家畜伝染病にかかっている疑いがあり、家畜に伝染するおそれ
があるときは、都道府県知事は検査できる。

（４） 家畜以外の動物が家畜伝染病にかかっている疑いがあり、家畜に伝染するおそれ
が高いときは、都道府県知事は消毒や通行の制限・遮断ができる。

（５） 野生動物から家畜へ家畜伝染病が伝染するおそれがあるときは、農林水産大臣は
環境大臣に必要な措置を求める。

（６） 家畜伝染病が発生したときは、農林水産大臣は、発生の原因の究明に努める。

（７） 国内における病原体の所持についての許可制度を創設する。
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悪性の家畜伝染病の発生を未然に防ぐためには

全体のまとめ

悪性の家畜伝染病の発生を未然に防ぐためには、

水際の検疫措置の強化と生産段階における日頃のリ
スク管理措置の徹底が必要
⇒ ただし、侵入や発生のリスクをゼロにはできない
侵入した場合には、まずは早期発見・通報が重要
次に 防疫措置を迅速に講じることが大切だが そ次に、防疫措置を迅速に講じることが大切だが、そ

のためには日頃の備えが大切
家伝法を改正するとともに、緊急支援チームの整

備や定期的な防疫演習などを着実に推進
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家畜の伝染病の農場への侵入を防ぐために
－新たな飼養衛生管理基準の遵守のお願い－

家畜伝染病予防法が改正され、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの発生を予防するため、家畜の
所有者が遵守すべき衛生管理の基準が大きく見直されました。

農場に入られる関係者の皆様にも家畜の伝染病の侵入・まん延を防ぐため、この基準遵守についてご協
力をお願いします。

農場へ入る畜産関係者の皆さまへ

１．農場（衛生管理区域）の出入りの際には、
① 車両の消毒（自ら持参した機器による消毒でも可）
② 靴の消毒と手指の洗浄又は消毒

（ブーツカバーや使い捨ての手袋を着用しても可）
③ 家畜に直接接触する物品の洗浄又は消毒

（洗浄や消毒ができない物品は汚れを取り除くことでも可）
④ 記録用紙への記入

（農家があとで確認できるような伝票などでも可）
を行ってください。

（注） 豚農場では衛生管理区域専用の衣服及び靴を、家きん農場では衛生管理区域専用の衣服及び靴、家きん舎ごとの専

消毒用噴霧器 踏み込み消毒槽

ブーツカバー

２．畜舎、家きん舎へ出入りする際には、靴の消毒及び手指の洗浄又は消毒（ブーツカバーを着用しても
可）を行ってください。

（注） 豚農場では衛生管理区域専用の衣服及び靴を、家きん農場では衛生管理区域専用の衣服及び靴、家きん舎ごとの専
用の靴を使用してください。

３．家畜に直接接触する注射針や人工授精用器具などの物品を使用する際には、１頭ごとに交換又は消毒
してください。

（注）１ 豚の場合、注射針は少なくとも畜房ごとに交換又は消毒してください。
２ 消毒できない物品は、汚れを落とすなどしてきれいな状態で使用してください。


